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上 記 の 事 項 に つ き ま し て は 、 法 令 及 び 定 款 第 23 条 の 規 定 に

もとづき、当社ホームページ（https://www.senshuikeda-hd.co.jp/）に掲載する 

ことにより、株主の皆さまに提供しております。 



１．当社の新株予約権等に関する事項 

 (1) 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予

約権等 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 

有する者の人数 

取締役（監査等委

員であるもの及び

社外役員を除

く。）及び執行役 

(1) 名称 
 株式会社池田泉州ホールディングス 
第12回新株予約権 
(2) 目的となる株式の種類及び数 
 普通株式 58,200株 

(3) 新株予約権の行使期間 
 2021年８月30日から2051年７月31日まで 

(4) 権利行使価額（１株当たり） 
 １円 

(5) 権利行使についての条件 
 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役
員のいずれの地位をも喪失した時点以降１年
以内に、新株予約権を行使することができる
ものとする。ただし割当日の翌日から30年を
経過した新株予約権は、行使できないものと
する。 

４名 

 
 (2) 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 

交付した者の人数 

当社使用人 

(1) 名称 
 株式会社池田泉州ホールディングス 
第12回新株予約権 
(2) 目的となる株式の種類及び数 
 普通株式 196,700株 

(3) 新株予約権の行使期間 
 2021年８月30日から2051年７月31日まで 

(4) 権利行使価額（１株当たり） 
 １円 

(5) 権利行使についての条件 
 新株予約権者は、当社及び子会社の取締役
及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時
点以降１年以内に、新株予約権を行使するこ
とができるものとする。ただし割当日の翌日
から30年を経過した新株予約権は、行使でき
ないものとする。 

７名 

子会社及び子法人

等の会社役員及び

使用人 

23名 
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２．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
  該当事項はありません。 
 
３．業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況 

 （1）業務の適正を確保するための体制 
 ① 当社及び当社グループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制 
 当社及び当社グループ会社では、法令等遵守（コンプライアンス）
を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、役職員が法令・定款及び
社会規範を遵守した行動をとるため、倫理綱領及び行動規範を制定す
るとともに、コンプライアンス基本規定を定め、コンプライアンス委
員会において、全般的な方針や具体的施策などの審議を行います。 
 また、その徹底を図るため、コンプライアンスを担当する役員を設
置するとともに、総合リスク管理部においてコンプライアンスの取組
みを組織横断的に統括し、コンプライアンス・プログラムやコンプラ
イアンス・マニュアルの制定、研修の実施などを通じ、役職員の教育
等を行います。 
 さらに、法令上疑義のある行為等について当社及び当社グループ会
社の役職員が直接情報提供を行う手段としてのグループ・コンプライ
アンス・ホットライン制度を設置・運営しており、当該通報を行った
ことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の
保護を図っております。 
 インサイダー取引未然防止規定に役職員が遵守すべき基本事項を定
め、インサイダー取引の未然防止を図ります。 
 また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して
は毅然とした態度を貫き、取引の介入排除に努めるとともに、金融機
関を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性が
あることに留意し、マネーローンダリングの防止に努めます。 
 さらに、お客さまの保護及び利便性向上を推進し、「お客さま本位
の徹底」を実現するため、顧客保護等管理を行います。 

 
 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 取締役会、経営会議、その他委員会等の重要会議について、職務執
行の記録として議事録等を作成・保管いたします。 
 また、取締役を決定者とする決裁文書及び付属書類についても適切
に作成・保管いたします。 
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 ③ 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制 
 当社及び当社グループ会社の経営の健全性の維持と安定した収益確
保を図るため、リスク管理基本規定を定め、当社及び当社グループ会
社が抱えるリスクを信用リスク、市場リスク、資金流動性リスク、オ
ペレーショナルリスクに区分の上、それぞれの所管部を明確にすると
ともに、リスク管理委員会を設置し、各リスクのモニタリングを行い
ます。 
 また、危機管理規定を定め、危機事象の発生に伴う経済的損失及び
信用失墜等を最小限に留めるとともに、業務継続及び迅速な通常機能
の回復を確保いたします。 
 

 ④ 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保するための体制 
 取締役会は、当社及び当社グループ会社の役職員の職務の執行が効
率的に行われるため、当社及び当社グループ会社の経営目標を定める
とともに、「グループ経営計画」を策定し、当該計画を具体化するた
め年度毎の業務計画を定めております。 
 また、取締役の職務の執行を効率的に行うため、経営会議を設置し、
取締役会で決議した経営の基本方針に基づき、これを執行する上での
重要事項を協議、決議する他、取締役会の意思決定に資するため、取
締役会付議事項を事前に検討することとしております。 
 さらに、取締役の所管する本部及びその権限と責任を明確にすると
ともに、ＩＴの活用も図りながら効率的な業務執行体制を構築・維持
します。 

 
 ⑤ 当社及び当社グループ会社から成る当社グループにおける業務の適正

を確保するための体制 
 当社では、当社グループ各社を池田泉州ホールディングスのグルー
プとして一体と考え、当社が適切に主導し、当社グループ各社が当社
との連携を保ちつつ、自社の規模、事業の性質に応じた適切な内部管
理体制を構築し、業務の健全かつ適切な運営を行います。 
 また、当社は、グループ経営管理として子会社に対する経営管理規
定等を制定し、当社グループ各社から、その役職員の職務の執行に係
る事項その他必要な報告を受け、協議する体制を構築しております。 

 
 ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関す
る事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
 監査役の職務を補助するため、監査役会事務局として監査役スタッ
フを配置いたします。このスタッフに対する業務執行の指揮命令は監
査役が行うこととし、人事異動、人事評価等においても監査役の同意
が必要であるなど、取締役からの独立性を確保いたします。 
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 ⑦ 取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役
への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制 
 当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員等は、監査役に対し
て、法定の事項に加え、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及
ぼす事項、その他必要な事項をすみやかに報告することといたします。
また、グループ・コンプライアンス・ホットラインへの通報を行った
ことにより、通報者が不利益な扱いを受けることがないよう通報者の
保護を図っております。 
さらに、これを補完するため、取締役会、経営会議、コンプライア

ンス委員会、リスク管理委員会、ＡＬＭ委員会等の重要な会議につい
て、監査役が出席できる体制を構築しております。 

 
 ⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部署、監査法人との

間で意見交換会を開催しております。 
 また、監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リ
スク管理委員会、ＡＬＭ委員会等の重要な会議に出席し、業務執行上
の様々な問題点の把握に努めます。 
 さらに、監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あ
らかじめ予算を計上し、緊急又は臨時に支出した費用については、事
後、当社に償還を請求することが出来るものとしております。 

 

 （2）業務の適正を確保するための体制の運用状況 
 （コンプライアンスに対する取組みの状況） 
  コンプライアンス委員会が毎月開催され、当社及び当社グループ各社
の方針・施策の審議を行っており、加えて、年度毎にコンプライアン
ス・プログラムを制定し、反社会的勢力への対応等、職員に対して周知
徹底を図っております。 
  また、グループコンプライアンス態勢の定着に向けた取組みとして、
グループ会社コンプライアンス連絡会を実施しております。 

  さらに、グループ・コンプライアンス・ホットライン制度についても
適切に運用されており、当該通報を行ったことにより、通報者が不利益
な扱いを受けることがないよう通報者の保護を図っております。 

 
 （損失の危険の管理に対する取組みの状況） 
  リスク管理委員会が毎月開催され、当社及び当社グループ各社が抱え
る各リスクのモニタリングがなされております。 
  危機管理規定、コンティンジェンシープランに定める事象が発生した
場合には、業務継続及び迅速な通常機能回復の確保に努めております。 
また、災害訓練を実施する等、当社及び当社グループ各社の危機管理

に係るモニタリング、危機管理体制強化を図っております。 
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（職務執行の適正性および効率的に行われることに対する取組みの状況） 
  取締役会が当事業年度15回開催され、各議案についての審議、職務執
行の状況等についての監督を行い、活発な意見交換がなされており、意
思決定および監督の実効性は確保されております。 

  また、取締役の職務の執行が効率的に行われるため、経営目標を定め
るとともに、経営計画を具体化するため年度毎に業務計画が策定されて
おります。 
 
 （当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況） 
  取締役会・経営会議付議基準に基づき、当社グループ各社の重要事項
について、当社取締役会・経営会議において審議しております。 

  また、子会社に対する経営管理規定等に基づき、当社グループ各社か
ら必要な報告を受け、協議を行っております。 
 
 （監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況） 
  監査役スタッフとして２名配置しており、スタッフへの指揮命令は常
勤監査役が行い、人事異動及び人事評価についても取締役からの独立を
保っております。 
  監査役会は当事業年度19回開催されており、監査に関する重要な事項
について報告を受け、協議・決議を行っております。 
  また、監査役は、当社の取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コ
ンプライアンス委員会、ＡＬＭ委員会等に出席し、内部統制システムの
整備・運用状況を確認しております。 
  さらに、監査役会はあらかじめ必要な経費を予算化し、臨時費用につ
いては、その都度会社へ請求しております。 
 
４．特定完全子会社に関する事項 

イ．特定完全子会社の名称及び住所 

 株式会社 池田泉州銀行 

 大阪市北区茶屋町18番14号 

 

ロ．当社及び完全子会社等における特定完全子会社の株式の当事業年度

の末日における帳簿価額の合計額 

 188,398百万円 

 

ハ．当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計

額 

 192,646百万円 

 

５．親会社等との間の取引に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

６．その他 

   該当事項はありません。 
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第13期 連結株主資本等変動計算書 

(2021年４月１日から 2022年３月31日まで ) 
（単位：百万円） 

  

 
株     主     資     本 

資 本 金  資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 102,999 42,107 81,087 △163 226,030 

 会計方針の変更によ
る 累 積 的 影 響 額 

  △315  △315 

会計方針の変更を反
映した当期首残高 

102,999 42,107 80,772 △163 225,715 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △2,851  △2,851 

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 

  11,400  11,400 

自 己 株 式 の 取 得    △0 △0 

自 己 株 式 の 処 分  1  18 19 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

     

当 期 変 動 額 合 計 － 1 8,548 17 8,567 

当 期 末 残 高 102,999 42,108 89,320 △145 234,283 

  

（単位：百万円） 
  

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損 益 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の包括利益 
累計額合計 

当 期 首 残 高 10,744 △133 7,889 18,500 76 2,434 247,042 

 会計方針の変更によ
る 累 積 的 影 響 額 

     △0 △315 

会計方針の変更を反
映した当期首残高 

10,744 △133 7,889 18,500 76 2,434 246,727 

当 期 変 動 額        

剰 余 金 の 配 当       △2,851 

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 

      11,400 

自 己 株 式 の 取 得       △0 

自 己 株 式 の 処 分       19 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

△3,136 108 △1,421 △4,449 10 4 △4,435 

当 期 変 動 額 合 計 △3,136 108 △1,421 △4,449 10 4 4,132 

当 期 末 残 高 7,607 △24 6,468 14,051 86 2,438 250,860 
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  

連結計算書類の作成方針 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づ

いております。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等       20社 

主要な会社名 

株式会社池田泉州銀行 

池田泉州ＴＴ証券株式会社 

池田泉州リース株式会社 

池田泉州オートリース株式会社 

池田泉州信用保証株式会社 

近畿信用保証株式会社 

株式会社池田泉州ＪＣＢ 

株式会社池田泉州ＤＣ 

株式会社池田泉州ＶＣ 

池田泉州キャピタル株式会社 

池田泉州ビジネスサービス株式会社 

池田泉州システム株式会社 

池田泉州投資顧問株式会社 

（連結の範囲の変更） 

前連結会計年度において連結される子会社及び子法人等であった池田泉州キャピタル事業承継

ファンド絆２号投資事業有限責任組合は、清算が終了したため、当連結会計年度より連結の範囲

から除外しております。 

池田泉州キャピタル事業承継ファンド絆３号投資事業有限責任組合に出資し、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。 

② 非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

 (2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等          ２社 

会社名 

株式会社自然総研 

株式会社ステーションネットワーク関西 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

  (3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

12月末日   ７社 

３月末日   13社 

② 連結される子会社及び子法人等のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社及び子法人等につ

いては、各社の決算日の計算書類により連結しております。なお、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、必要な調整を行っております。 

 (4) のれんの償却に関する事項 

５年間の定額法により償却を行っております。 
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会計方針に関する事項 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、た

だし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただ

し、銀行業を営む連結される子会社は、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、

外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益

として処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社並びに連結される子会社及び子法人等の有形固定資産は、主として定額法を採用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物  ３年～50年 

 その他  ２年～20年 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却

しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

４．貸倒引当金の計上基準 

銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後

経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権につ

いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込

んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一

定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

銀行業以外の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績

率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は24,645百万円であります。 

５．賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 
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６.役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、取締役等に対する業績連動型報酬の支払いに備えるため、取締役等に対する賞

与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支

給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

８．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９．ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、ポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金

額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認められる額を計上しております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性

のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 

11．特別法上の引当金の計上基準 

特別法上の引当金は、池田泉州ＴＴ証券株式会社が計上した金融商品取引責任準備金11百万円であ

り、有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取

引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出し

た額を計上しております。 

12．退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方

法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額法によ

り損益処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年～

12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から

損益処理 

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。 

13．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付

しております。 

14．リース取引の処理方法 

（借手側） 

連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が2008年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた

会計処理によっております。 

（貸手側） 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後の額で契約したものとしておりま

す。 
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15．収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
としております。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で算出しております。連結される子会社及び子法人等が参加する他社が運営するポ
イントプログラムについては、将来利用される見込額を第三者のために回収する額として認識し、役
務取引等収益より控除しております。 

16．株式配当金の認識基準 

 その他利益剰余金の処分による株式配当金（配当財産が金銭である場合に限る。）の認識基準につ

いては、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号 

2019年７月４日）第94項に従い、下記のとおり計上しております。 

 （1）市場価格のある株式：各銘柄の配当落ち日（配当権利付き最終売買日の翌日）をもって、前回

の配当実績又は公表されている１株当たり予想配当額に基づいて、未収配

当金を見積り計上。 

 （2）市場価格のない株式：発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関におい

て行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の後、通常要する期間

内に支払いを受けるものについて、その支払いを受けた日の属する連結会

計年度に計上。 

17．重要なヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方

法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッ

ジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによ

っております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減

殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である

外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認すること

によりヘッジの有効性を評価しております。 

18．その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 連結納税制度の適用 

当社及び一部の連結される子会社は法人税法（昭和40年法律第34号）に規定する連結納税制度を

適用しております。 

(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

 当社及び一部の連結される子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度

へ移行することになります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）

において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税

制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税

効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44

号の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい

ております。 

 なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法

人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の

会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であ

ります。 
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(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

   投資信託の解約損益の会計処理 

 投資信託の解約、償還に伴う損益は「有価証券利息配当金」にて処理しております。投資信託の

期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を「国債等債券償還損」に計上しております。 

 

(会計方針の変更) 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移

転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとい

たしました。これにより、連結される子会社及び子法人等の証券関連業務及びクレジットカード業

務の一部については、従来、対価の受取り時に全額収益として認識し、「役務取引等収益」に計上

しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足される財又はサービスについては、義務を

履行するにつれて収益を認識する方法に変更しております。また、連結される子会社及び子法人等

が参加する他社が運営するポイントプログラムについては、従来、未利用の付与済ポイントを金額

に換算した残高のうち、将来利用される見込額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当

金繰入額を「営業経費」に含めて計上しておりましたが、将来利用される見込額を第三者のために

回収する額として認識し、収益より控除する方法に変更しております。 

  収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影

響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し

ております。 

 この結果、当連結会計年度における連結貸借対照表は、繰延税金資産が117百万円及びその他負

債が503百万円それぞれ増加し、ポイント引当金が134百万円、利益剰余金が251百万円及び非支配

株主持分が０百万円それぞれ減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、役務取引等

収益が30百万円及び営業経費が122百万円それぞれ減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ91百万円増加しております。 

  当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計

算書の利益剰余金の期首残高が315百万円及び非支配株主持分の期首残高が０百万円それぞれ減少

しております。 

当連結会計年度の１株当たり純資産額は０円89銭減少し、１株当たり親会社株主に帰属する当期

純利益金額は０円22銭及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は０円19銭それぞれ増加しており

ます。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

  「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品

に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱い

に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたし

ました。これによりその他有価証券のうち市場価格のある株式及び投資信託の評価について、決算

日前１カ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更し

ております。 

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の

注記を行うことといたしました。 
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(未適用の会計基準等) 

１ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日） 

(1) 概要 

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに、貸借対照表に持分相当額を純額で計上

する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いを定めています。 

 

(2) 適用予定日 

2023年３月期の期首より適用予定であります。 

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当連結計算書類の作成時において評価中であります。 

 

(会計上の見積りに関する注記） 

１ 貸出金等の評価 

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額 

  貸倒引当金   14,865百万円 

   うち新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した貸倒引当金 2,131百万円 

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ① 算出方法 

  銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準に基づき債務者区分を判定し、

「会計方針に関する事項」「４．貸倒引当金の計上基準」に記載の通り、債務者区分に応じた一定の

計算手法により算出しております。 

  なお、前連結会計年度において、将来の債務者区分の下方遷移の可能性を考慮した「見做し債務者

区分」に基づき、追加的に貸倒引当金を計上した貸出先のうち、新型コロナウイルス感染症がもたら

す不確実性に鑑み、依然として将来の債務者区分の下方遷移の可能性があると判断した貸出先につい

ては、引き続き「見做し債務者区分」に基づき貸倒引当金を計上しております。 

 

 ② 主要な仮定 

  業況が悪化した事業性貸出先に係る債務者区分の判定における主要な仮定は、「事業性貸出先の将

来の業績見通し」であります。「事業性貸出先の業績見通し」は、各事業性貸出先の収益獲得能力を

個別に評価して、設定しております。  

新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、今後の終息時期を予測することが困難な状況に

ありますが、今後一定の落ち着きを見せ経済活動も徐々に回復していくものという仮定を置いており

ます。 

ただし、前連結会計年度において「見做し債務者区分」を付与した貸出先について、当連結会計年

度において財務内容又は業績が一定の要件に当てはまる場合は、業績が回復せず債務者区分が下方遷

移する可能性があると仮定し、「見做し債務者区分」を継続して付与しております。 

 

 ③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響 

  新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響を含む将来の経済環境並びに貸出先の業績変化や事業戦略

の成否等によって、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可

能性があります。 
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２ 繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額 

  繰延税金資産（純額）3,778百万円 

  なお、繰延税金負債と相殺前の金額は11,550百万円であります。 

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

 ① 算出方法 

  繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 

平成30年２月16日）に定める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税

務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

計上にあたっては、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を見積りしております。 

 銀行業を含む連結される子会社の将来の一時差異等加減算前課税所得算出にあたっては、見直し後

の第５次中期経営計画の業績予測に、将来の不確実性を考慮したストレスシナリオを反映させるとと

もに、将来発生する税務調整項目を加減算しております。 

  なお、当社は連結納税制度を採用していることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計

に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会報告第５号 2015年１月16日）並びに「連

結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（企業会計基準委員会報

告第７号 2015年１月16日）に基づき、連結納税グループ全体の所得を見積っております。また、

2022年度からグループ通算制度に移行しますが、その対応につきましては、「会計方針に関する事項」 

「18.その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項」「（2）連結納税制度からグループ通

算制度への移行に係る税効果会計の適用」に記載しております。 

  

 ② 主要な仮定 

  銀行業を営む連結される子会社の将来の合理的な見積可能期間（回収可能期間）５年間における一

時差異等加減算前課税所得の見積りにあたっての主要な仮定は、以下のとおりであります。 

資金利益 見直し後の第５次中期経営計画の収益計画にストレスシナリ

オを考慮して、回収可能期間における平均値は、2021年度比

△9.1％と仮定 
役務取引等利益 見直し後の第５次中期経営計画の収益計画にストレスシナリ

オを考慮して、回収可能期間における平均値は、2021年度比

△13.8％と仮定 

営業経費 回収可能期間における平均値は、2021年比△8.1％と仮定 

与信費用 回収可能期間における平均値は、各年度の貸出金残高の

0.1％と仮定。 

 

 ③ 翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響 

  新型コロナウイルス感染症の影響等による将来の経済環境の変化等により、当初の見積りに用いた

仮定が変化した場合は、翌連結会計年度以降の連結計算書類における繰延税金資産に重要な影響を及

ぼす可能性があります。 

なお、当連結会計年度末において、回収可能期間における将来減算一時差異等の解消スケジュール

は変化なく、回収可能期間における一時差異等加減算前課税所得の仮定が、以下のとおり変化した場

合における影響額（感応度）は以下のとおりであります。 

仮定 想定する変化 影響額（感応度） 

一時差異等加減算前課税所得 
回収可能期間を通じて 

各年度10億円減少 

繰延税金資産取崩額 

約５億円 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く） 

                            90百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債

に28,348百万円、公社公団債に2,594百万円含まれております。 

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。

なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は

一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条

第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに

支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合の

その有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,141百万円 

危険債権額 37,573百万円 

要管理債権額 4,772百万円 

 三月以上延滞債権額 86百万円 

 貸出条件緩和債権額 4,685百万円 

小計額 44,486百万円 

正常債権額 4,504,968百万円 

合計額 4,549,455百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債

権であります。 

なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 

（表示方法の変更） 

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年１月24日 内閣府令第３号）が2022年３

月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,487百万円であります。 

５．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本

公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出

金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、7,973百万円であります。 
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６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 294,017百万円 

貸出金 1,170,517百万円 

その他資産 912百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 4,239百万円 

債券貸借取引受入担保金 84,792百万円 

借用金 1,072,295百万円 

その他負債 45百万円 

また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金は20,000百万円、保証金は3,801百万円及び金融

商品等差入担保金は392百万円が含まれております。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、741,183百万円であり、このうち

原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が721,415百万円ありま

す。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ

りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき

は、連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券

等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等

を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額     55,459百万円 

９．有形固定資産の圧縮記帳額         372百万円 

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は26,019百万円であります。 

11．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナ

ンス・リース契約により使用しております。 
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（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常収益」には、株式等売却益812百万円、債権売却益183百万円及び金銭の信託運用益

33百万円を含んでおります。 

２．「その他の経常費用」には、貸出金償却1,359百万円、保証協会負担金225百万円、金銭の信託運用

損98百万円及び株式等償却92百万円を含んでおります。 

３．「その他の特別損失」は、子会社である池田泉州銀行における抜本的な店舗機能見直しに基づく店

舗移転等に係る一時費用であります。 

４．当連結会計年度において、下記の資産について、使用方法の変更に伴い、投資額の回収が見込めな

くなったことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失（百万円） 

大阪府 営業用店舗等９カ所 土地・建物等 176 

兵庫県 営業用店舗１カ所 建物等 0 

合計 － － 177 

子会社である株式会社池田泉州銀行は、原則として、継続的に収支の管理・把握をして

いる管理会計上の最小単位である営業用店舗単位で、グルーピングを行っております。ま

た、本店、研修所、集中センター、福利厚生施設などの独立したキャッシュ・フローを生

み出さない資産は共用資産としております。 

減損損失の測定に使用した回収可能額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額

であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定して

おります。使用価値につきましては、使用期間が短期間であることから、割引計算を行っ

ておりません。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株） 

 

 
当連結会計年度 
期首株式数 

当連結会計年度 
増加株式数 

当連結会計年度 
減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

摘要 

発行済株式      

 普通株式 281,008 － － 281,008  

 第１回第七種優先株式 25,000 － － 25,000  

 合計 306,008 － － 306,008  

自己株式      

 普通株式 804 1 89 716 注１,２ 

 合計 804 1 89 716  
 

(注)  １  普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取１千株によるものであります。 
２ 普通株式の自己株式の株式数の減少89千株は、ストック・オプションの権利行使による譲渡89千株によるも
のであります。 

 
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
 

区分 
新株予約権 
の内訳 

新株予約権 
の目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株) 当連結会計 
年度末残高 
（百万円） 

摘要 当連結会計 
年度期首 

当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

当社 
ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

― 86  

 

３．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 
 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

2021年６月23日 
定時株主総会 

普 通 株 式 1,050 百万円 3.75 円 2021年３月31日 2021年６月24日 

第 1 回 第 七 種 
優 先 株 式 

375 百万円 15.00 円 2021年３月31日 2021年６月24日 

2021年11月11日 
取締役会 

普 通 株 式 1,051 百万円 3.75 円 2021年９月30日 2021年12月１日 

第 １ 回 第 七 種 
優 先 株 式 375 百万円 15.00 円 2021年９月30日 2021年12月１日 

 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後とな
るもの 

 

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

2022年６月28日 
定時株主総会 

普 通 株 式 1,751 百万円 
その他 
利益剰余金 

6.25円 
2022年 
３月31日 

2022年 
６月29日 

第１回第七種 
優 先 株 式 

375 百万円 
その他 
利益剰余金 

15.00円 
2022年 
３月31日 

2022年 
６月29日 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、池田泉州銀行を中心に、地域金融機関として各種金融サービスに係る事業を行

っています。主たる業務である預金業務、貸出業務ならびに有価証券運用等のマーケット業務にお

いて、金利変動及び市場価格の変動を伴う金融資産及び金融負債を有しています。市場環境等の変

化に応じた戦略目標等の策定に資するため、これらの資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行う

とともに、その一環として、デリバティブ取引を行っています。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスク及び金利の変動リスクに晒されています。 

また、保有有価証券は、主に株式、債券、投資信託等であり、その他有価証券として、純投資目

的及び政策投資目的で保有するほか、一部は満期保有目的の債券、売買目的有価証券として保有し

ます。 

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に伴う市

場リスクに晒されています。 

主な金融負債である預金については、予期せぬ資金流出が発生するなどの流動性リスクが存在し

ます。また、そのほかの調達資金については、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できな

くなる場合等において必要な資金が確保できない、あるいは、通常よりも高い金利での資金調達を

余儀なくされるといった流動性リスクに晒されています。また、これらの金融負債は、金融資産と

同様、金利変動リスクに晒されています。 

デリバティブ取引は、顧客ニーズへの対応や、資産・負債のリスクコントロール手段を主な目的

として利用しています。また、トレーディング（短期的な売買差益獲得）の一環として、債券や株

式の先物取引等を利用しています。これらのデリバティブ取引は、取引相手先の契約不履行などに

係る信用リスク（カウンターパーティーリスク）及びマーケット（金利・株価・為替等）の変動に

伴う市場リスクに晒されています。 

  

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 
当社グループは、フロント部門から独立したリスク管理部署を設置し、リスク管理についての基

本方針を定めています。具体的には、リスク管理に関する体制及びリスク管理基本規定等の諸規定

を取締役会で定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明確にするとともに、それらを統括するリス

ク管理統括部署を設置しています。 

さらに、「リスク管理委員会」並びに「ＡＬＭ委員会」を設置し、当社グループのリスクの状況

を把握するとともに、課題及び対応策を審議しています。それらの審議事項を取締役会等に付議・

報告することにより、経営レベルでの実効性のあるリスク管理体制を構築しています。 

  

① 統合的リスク管理 

当社グループは、当社のリスク管理基本規定及び統合的リスク管理に関する諸規定に従い、統

合的リスク管理を行っています。 

具体的には、自己資本比率の算定に含まれない与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等も含

めて、信用リスクや市場リスク等のリスクカテゴリー毎の方法で評価したリスクを統合的に捉え、

経営体力（自己資本）と対比することによって、統合的な管理を行っています。 

  

② 信用リスクの管理 

当社グループは、当社の信用リスク管理規定及び信用リスク管理に関する諸規定に従い、与信

ポートフォリオの分析・管理を行っています。また、個別案件の与信管理については、審査、内

部格付、資産自己査定等の体制を整備し運営しています。 

これらの与信管理は、傘下銀行の各営業店、審査部署、リスク管理部署により行われ、有価証

券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクについても、リス

ク管理部署が、信用情報や時価の把握をモニタリングしています。また、当社においても定期的

に取締役会等へ報告を行っております。 

さらに、与信管理の状況については、監査部署が監査をしています。 
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③ 市場リスクの管理 

(ⅰ) 市場リスク管理 

当社グループは、当社の市場リスク管理規定及び市場リスク管理に関する諸規定に従い、マ

ーケット（金利・株価・為替等）の変動に伴う市場リスクの管理を行っています。具体的には、

リスク管理部署がバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を用いて市場リスク量を把握するとと

もに、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールすることを目的として、継続的なモニタリ

ングを実施し、リスク限度額の遵守状況を監視しています。有価証券については、上記のリス

ク限度額管理に加えて、損失に上限を設定し、管理しています。なお、これらの情報はリスク

管理部署から、リスク管理委員会及び取締役会へ定期的に報告されています。 

また、ＡＬＭ委員会において、資産・負債構造ならびに金利リスクの把握・確認を行うとと

もに、今後の対応等の協議を行っています。具体的には、ＡＬＭ担当部署において金融資産及

び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等を行うことにより、

安定的かつ継続的な収益の確保に努めています。 

なお、傘下銀行において外為取引や外債投資等の為替リスクを伴う取引を行っていますが、

為替持高をできるだけスクウェアに近い状態にすることで、為替リスクの低減に努めています。 

(ⅱ) デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、リスク管理、事務管理に関する部門をそれぞれ

分離し内部牽制を図るとともに、市場リスク管理に関する諸規定に従い取引を行っています。 

(ⅲ) 市場リスクに係る定量的情報 

市場リスクは他のリスクに比べて日々の変動が大きいため、当社グループでは、預金、貸出

金や有価証券などの金融商品の市場リスク量を、ＶａＲを用いて日次で把握、管理しています。 

このＶａＲ算定にあたっては、分散共分散法（保有期間120営業日、信頼区間99.0％、観測

期間240営業日）を採用しています。 

2022年３月31日(当期の連結決算日)現在で当社グループの金融商品の市場リスク量(損失額

の推計値)は、金利が141億円、株式が81億円となっています。また、相関を考慮した市場リス

ク量全体では205億円となっています。 

なお、当社グループでは、金融商品のうち市場変動の影響が大きい有価証券関連のＶａＲに

ついて、市場リスク計測モデルの正確性を検証するために、モデルが算出した保有期間１日の

ＶａＲと実際の損益を比較するバックテスティングを実施しています。 

ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リ
スク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリス
クは捕捉できない場合があります。 

  

④ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社グループは、当社の資金流動性リスク管理規定及び資金流動性リスク管理に関する諸規定

に従い、資金調達に係る流動性リスクの管理を行っています。 

具体的には、傘下銀行のＡＬＭ担当部署や資金為替担当部署が、グループ全体の運用・調達状

況を適時適切に把握するとともに、保有資産の流動性の確保や調達手段の多様化を図るなど、市

場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、安定した資金繰りの確保に努めてい

ます。 

また、リスク管理部署は、短期間に資金化可能な流動性準備資産額を定期的に確認することで、

流動性リスク顕現化時の対応力を把握するとともに、資金繰り管理の適切性をモニタリングし、

リスク管理委員会や取締役会等に報告しています。 

 
 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（ (注１) 参照）。また、

現金預け金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権、外国為替（資産・負債）、債券貸借取引受

入担保金並びに信託勘定借は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似していることから、注

記を省略しております。 
（単位：百万円） 

 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 金銭の信託 24,521 24,521 － 

(2) 有価証券    

  その他有価証券 636,200 636,200 － 

(3) 貸出金 4,503,834   

   貸倒引当金(＊１) △13,121   

 4,490,712 4,493,559 2,846 

資産計 5,151,434 5,154,280 2,846 

(1) 預金 5,557,248 5,557,214 △34 

(2) 借用金 1,082,890 1,082,881 △8 

負債計 6,640,139 6,640,096 △42 

デリバティブ取引(＊２)    

 ヘッジ会計が適用されていないもの (112) (112) － 

 ヘッジ会計が適用されているもの (611) (611) － 

デリバティブ取引計 (724) (724) － 
 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
（＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債
務となる項目については、（ ）で表示しております。 

 
(注１)  市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品
の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式等（＊１）（＊２） 5,774 

組合出資金（＊３） 6,192 
 

（＊１）非上場株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式等について53百万円減損処理を行っております。 
（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

 レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当連結会計年度（2022年３月31日） 
(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 20,700 2,190 － 22,890 

有価証券     

 売買目的有価証券 － － － － 

  国債・地方債等 － － － － 

 その他有価証券     

  国債・地方債等 68,167 130,055 － 198,223 

  社債 － 201,443 26,005 227,449 

  株式 21,731 － － 21,731 

  外国証券 55,021 33,841 － 88,863 

デリバティブ取引     

 通貨関連 － 1,128 － 1,128 

資産計 165,620 368,659 26,005 560,285 

デリバティブ取引     

 通貨関連 － 1,852 － 1,852 

負債計 － 1,852 － 1,852 

(＊) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４

日）第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。

連結貸借対照表における金銭の信託に含まれる当該投資信託等の金額は1,631百万円、有価証券に

含まれる当該投資信託等の金額は99,933百万円であります。 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当連結会計年度（2022年３月31日） 
 (単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 － 14,556 4,479,002 4,493,559 

資産計 － 14,556 4,479,002 4,493,559 

預金 － 5,557,214 － 5,557,214 

借用金 － 1,077,232 5,648 1,082,881 

負債計 － 6,634,447 5,648 6,640,096 
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(注１) 時価の算定方法に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資産 

金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格

によっております。活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分

類し、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレ

ベル２の時価に分類しております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載し

ております。 

 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類して

おります。主に地方債、社債がこれに含まれます。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を

用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、

インプットには、信用スプレッド及び予想損失率が含まれます。算定に当たり重要な観察できない

インプットを用いる場合には、レベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同

様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しています。このうち変動金

利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なってい

ない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、

破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現

在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連

結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似し

ており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定

されるため、帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル３の時価に分類しております。 

また、デリバティブが組み込まれた仕組貸出については、取引金融機関等から提示された価格に

よっております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

 

負債 

預金 

要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としてお

ります。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ･フローを割り

引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する

利率を用いております。なお、預入期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しておりま

す。 

 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入におい

て想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、

短期間で市場金利を反映し、また、連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことか

ら、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。な

お、約定期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。当該時価は、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要

な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。 
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デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブは店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引

の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利

用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レ

ート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要

でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約

取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類し

ており、株式オプション取引等が含まれます。 

 

(注２) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

当連結会計年度（2022年３月31日） 

区分 評価技法 
重要な観察でき
ないインプット 

インプットの範
囲 

インプットの 
加重平均 

有価証券     
 その他有価証券     

  私募債 
割引現在価値 信用スプレッド 0.064％～0.257％ 0.162％ 
キャッシュ・フロー控除法 予想損失率 100％ 100％ 

 
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益 
当連結会計年度（2022年３月31日） 
 

 
期首 
残高 

当期の損益又はその他の

包括利益累計額 
購入、売

却、発行
及び決済
の純額 

レベル３
の時価へ

の振替 

レベル３
の時価か

らの振替 

期末 
残高 

当期の損益に計

上した額のうち
連結貸借対照表
日において保有

する金融資産及
び金融負債の評
価損益 

損益に 
計上 
(＊) 

その他有
価証券評

価差額金
に計上 

有価証券         

 その他有価証券         

  私募債 26,823 △0 △41 △775 － － 26,005 － 

(＊) 連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。 

 

(3) 時価の評価プロセスの説明 

 連結される子会社及び子法人等ではリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め

ており、これに沿ってバック部門が時価を算定しております。算定された時価は、ミドル部門において、

時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証し、

時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。 

 時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを

用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価

技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証

しております。 

 

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

 私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッド及び予想損失率

であります。信用スプレッドは、信用格付毎の新規実行レートの加重平均金利と市場金利との乖離であ

り、決算日から６か月以内の実績を基に算定した推定値であり、このインプットの著しい増加（減少）

は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせることになります。予想損失率は、倒産時において発生する

と見込まれる損失の、債券又は貸出金から担保の評価額及び保証による回収が可能と見込まれる額を控

除した額に占める割合であり、このインプットの著しい増加（減少）は、時価の著しい低下（上昇）を

生じさせることになります。 
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（有価証券関係） 

 連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。 

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在） 

  該当ありません。 

  

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 

  該当ありません。 
 

 

３．その他有価証券（2022年３月31日現在） 
 

 種類 
連結貸借対照表 
計上額（百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

株式 17,450 8,303 9,146 

債券 71,775 71,662 113 

 国債 34,871 34,816 54 

 地方債 11,382 11,378 3 

 短期社債 － － － 

 社債 25,521 25,466 54 

その他 61,584 55,344 6,240 

小 計 150,810 135,309 15,500 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

株式 4,281 4,780 △499 

債券 353,896 355,349 △1,452 

 国債 33,296 33,425 △129 

 地方債 118,673 119,168 △495 

 短期社債 － － － 

 社債 201,927 202,754 △827 

その他 127,212 130,639 △3,426 

小 計 485,390 490,768 △5,378 

合 計 636,200 626,078 10,121 

  

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

  該当ありません。 

 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 
 

 
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

株式 830 373 25 

債券 37,787 1 351 

 国債 24,725 － 330 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 13,062 1 21 

その他 74,600 49 1,765 

合 計 113,218 424 2,143 
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６．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当

連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、39百万円（すべて株式）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、取得原価に比べて決算日前１カ月の市

場価格の平均等に基づく時価（以下、「月中平均時価」という。）が50％以上下落した場合、または、

月中平均時価が30％以上50％未満下落した場合においては、過去の一定期間における時価の推移並び

に当該発行会社の信用リスク等を勘案した基準により行っております。 

  

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 
 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
当連結会計年度の損益に含まれた 

評価差額(百万円) 

運用目的の金銭の信託 24,521 17 

  

２．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

  該当ありません。 

  

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在） 

  該当ありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 
 

 当連結会計年度 

営業経費 29 百万円 
  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
 

決議年月日 2011年２月24日 2011年７月28日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    22 
子会社執行役員   19 

子会社取締役    16 
子会社執行役員   18 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  84,780 普通株式  72,760 

付与日 2011年３月15日 2011年８月31日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後10日内の権利行使 

対象勤務期間 2011年３月15日から退任日 2011年８月31日から退任日 

権利行使期間 
2011年３月16日から 
2041年７月31日まで 

2011年９月１日から 
2041年７月31日まで 

  

決議年月日 2012年８月31日 2013年７月31日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    10 
子会社執行役員   16 

子会社取締役    10 
子会社執行役員   16 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  69,500 普通株式  53,800 

付与日 2012年10月１日 2013年９月２日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後10日内の権利行使 

対象勤務期間 2012年10月１日から退任日 2013年９月２日から退任日 

権利行使期間 
2012年10月２日から 
2042年７月31日まで 

2013年９月３日から 
2043年７月31日まで 

  

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月29日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    10 
子会社執行役員   15 

子会社取締役    10 
子会社執行役員   14 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  55,900 普通株式  51,800 

付与日 2014年８月28日 2015年９月１日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後10日内の権利行使 

対象勤務期間 2014年８月28日から退任日 2015年９月１日から退任日 

権利行使期間 
2014年８月29日から 
2044年７月31日まで 

2015年９月２日から 
2045年７月31日まで 

  

決議年月日 2016年７月27日 2017年７月31日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    ８ 
子会社執行役員   17 

子会社取締役    ８ 
子会社執行役員   20 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  94,800 普通株式  83,100 

付与日 2016年８月30日 2017年８月31日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後10日内の権利行使 

対象勤務期間 2016年８月30日から退任日 2017年８月31日から退任日 

権利行使期間 
2016年８月31日から 
2046年７月31日まで 

2017年９月１日から 
2047年７月31日まで 
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決議年月日 2018年７月31日 2019年７月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    ６ 
子会社執行役員   18 

子会社取締役    ６ 
子会社執行役員   18 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  58,500 普通株式  117,400 

付与日 2018年８月30日 2019年８月28日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後10日内の権利行使 

対象勤務期間 2018年８月30日から退任日 2019年８月28日から退任日 

権利行使期間 
2018年８月31日から 
2048年７月31日まで 

2019年８月29日から 
2049年７月31日まで 

 

 

決議年月日 2020年７月31日 2021年７月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
子会社取締役    ７ 
子会社執行役員   17 

当社取締役      ４ 
当社執行役員    ７ 
子会社取締役    ７ 
子会社執行役員   16 

ストック・オプションの数（株）（注） 普通株式  156,300 普通株式  254,900 

付与日 2020年８月28日 2021年８月27日 

権利確定条件 退任後10日内の権利行使 退任後１年以内の権利行使 

対象勤務期間 2020年８月28日から退任日 2021年８月27日から退任日 

権利行使期間 
2020年８月31日から 
2050年７月31日まで 

2021年８月30日から 
2051年７月31日まで 

 
（注） 株式数に換算して記載しております。なお、2012年８月１日付株式併合（５株につき１株の割合）による併

合後の株式数に換算して記載しております。 
  

- 27 -



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 
当連結会計年度（2022年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ
ク・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
①  ストック・オプションの数 

 

決議年月日 2011年２月24日 2011年７月28日 2012年８月31日 2013年７月31日 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 1,100 1,240 1,700 6,200 

 付与 － － － － 

 失効 － － － － 

 権利確定 － － － 2,400 

 未確定残 1,100 1,240 1,700 3,800 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 － － － － 

 権利確定 － － － 2,400 

 権利行使 － － － 2,400 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 
  

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月29日 2016年７月27日 2017年７月31日 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 9,600 9,100 27,800 32,000 

 付与 － － － － 

 失効 － － － － 

 権利確定 2,800 2,700 6,800 7,200 

 未確定残 6,800 6,400 21,000 24,800 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 － － － － 

 権利確定 2,800 2,700 6,800 7,200 

 権利行使 2,800 2,700 6,800 7,200 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 
 

 
決議年月日 2018年７月31日 2019年７月30日 2020年7月31日 2021年7月30日 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 40,500 89,400 156,300 － 

 付与 － － － 254,900 

 失効 － － － － 

 権利確定 8,400 24,100 35,000 － 

 未確定残 32,100 65,300 121,300 254,900 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 － － － － 

 権利確定 8,400 24,100 35,000 － 

 権利行使 8,400 24,100 35,000 － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 
 
（注）2012年８月１日付株式併合（５株につき１株の割合）による併合後の株式数に換算して記載しております。 
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②  単価情報 
①  

決議年月日 2011年２月24日 2011年７月28日 2012年８月31日 2013年７月31日 

権利行使価格（円） 1 1 1 1 

行使時平均株価（円） － － － － 

付与日における公正な
評 価 単 価 （ 円 ) 

490 535 449 430 

  

決議年月日 2014年７月30日 2015年７月29日 2016年７月27日 2017年７月31日 

権利行使価格（円） 1 1 1 1 

行使時平均株価（円） 158 158 158 158 

付与日における公正な
評 価 単 価 （ 円 ) 

497 474 410 353 
 

  

決議年月日 2018年７月31日 2019年７月30日 2020年７月31日 2021年７月30日 

権利行使価格（円） 1 1 1 1 

行使時平均株価（円） 161 160 160 － 

付与日における公正な
評 価 単 価 （ 円 ) 

325 140 132 133 

（注） 2012年８月１日付株式併合（５株につき１株の割合）による影響を勘案しております。 
 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。 

(1) 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 
(2) 主な基礎数値及び見積り方法  

決議年月日  2021年７月30日 

株価変動性 (注１) 27.192％ 

予想残存期間 (注２) 4.786年 

予想配当率 (注３) 4.518％ 

無リスク利子率 (注４) △0.120％ 

(注) １ 予想残存期間に対応する過去期間（2016年11月13日から2021年８月27日）の株価実績 

２ 在任者ごとに「退任者の在任期間平均」と「在任者の付与時の在任期間」の差を取り、0.8年未満の場合は

次回定時株主総会までの期間を考慮し、0.8年として平均する方法により算定 

３ 直近年間配当額7.5円／算定基準日における株価166円 

４ 予想残存期間に近似する国債利回り 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 
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（収益認識関係） 

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
 当連結会計年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

  (単位：百万円) 

 
報告セグメント その他 

（注２） 
当連結会計年度 
計上額 銀行業（注１） リース業 計 

顧客との契約から生じる収益 

預金・貸出業務 2,962 － 2,962 － 2,962 

為替業務 2,177 － 2,177 － 2,177 

証券関連業務 1,365 － 1,365 1,665 3,031 

代理業務 306 － 306 － 306 

 保護預り・貸金庫業務 479 － 479 － 479 

投資信託・保険販売業務 4,313 － 4,313 － 4,313 

その他 710 366 1,076 2,098 3,175 

計 12,314 366 12,681 3,764 16,445 

その他の収益（注３） 53,440 11,962 65,403 2,163 67,567 

合計 65,755 12,328 78,084 5,928 84,012 

（注）１ 「銀行業」の区分は信用保証業務を含んでおります。 

   ２ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、証券業務及びクレジットカ

ード業務等を含んでおります。 

   ３ 「その他の収益」には、主に次の取引が含まれております。 

    ①金融商品に関する会計基準（企業会計基準第10号 2019年７月４日）の範囲に含まれる金融商品に係る取

引 

    ②リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号 2007年３月30日）の範囲に含まれるリース取引 

    ③金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料 

 

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 (1) 収益の計上時期 

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、収益を認識しております。一定の期間

にわたり履行義務が充足されるものについては、義務を履行するにつれて収益を認識しております。 

 

 (2) 収益の計上額 

収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。連結

子会社が参加する他社が運営するポイントプログラムについては、将来利用される見込額を第三者

のために回収する額として認識し、役務取引等収益より控除しております。 

 

３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度の末日後に認識すると見込まれる

収益の金額及び時期に関する情報 

 (1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高 
  (単位：百万円) 

 当連結会計年度期首 
(2021年４月１日) 

当連結会計年度末 
(2022年３月31日) 

顧客との契約から生じた債権 799 626 

契約資産 26 212 

契約負債 646 555 

(注)  連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「その他資産」に、契約負債は「その

他負債」に、それぞれ含めております。 
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 (2) 連結会計年度に認識した収益のうち当期首現在の契約負債残高に含まれていたもの 
 (単位：百万円) 

 当連結会計年度 
(自  2021年４月１日 
至  2022年３月31日) 

連結会計年度に認識した収益のうち期首現在の契約負
債残高に含まれていたもの 

420 

 

 (3) 残存履行義務に配分した取引価格 
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであ
ります。 

 (単位：百万円) 
 当連結会計年度 

(2022年３月31日) 

１年内 402 

１年超 152 

合計 555 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額             795円45銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 37円99銭

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額  34円07銭

  

（企業結合関係） 

  記載すべき重要なものはありません。 
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（重要な後発事象） 

（資本準備金の額の減少の件） 

 当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり、資本準備金の額の減少に関する

議案を2022年6月28日開催予定の定時株主総会に付議することについて決議いたしました。 

１．資本準備金の額の減少の目的 

 本件の資本準備金の額の減少は、当社の第１回第七種優先株式（以下「本件優先株式」といい

ます。）を取得するための財源を確保し、本件優先株式の取得を確実に遂行することを目的とす

るものであります。本件優先株式の取得は、当社の企業価値維持・向上、株主の皆様全体の利益

に資するものであると考えております。 

２．資本準備金の額の減少の要領 

（１） 減少する資本準備金の額 

 会社法第448条第１項の規定に基づき、2022年3月31日現在の資本準備金の額

65,499,286,962円のうち25,000,000,000円を減少いたします。 

（２） 資本準備金の額の減少の方法 

 前記（１）により減少する資本準備金の額25,000,000,000円を、全てその他資本剰余

金に振り替えることといたします。 

３．資本準備金の額の減少の日程（予定） 

（１）取締役会決議日 2022年５月13日 

（２）債権者異議申述公告掲載日 2022年５月23日（予定） 

（３）債権者異議申述最終期日 2022年６月24日（予定） 

（４）株主総会決議日 2022年６月28日（予定） 

（５）効力発生日 2022年６月28日（予定） 

４．業績への影響 

 本件は「純資産の部」における勘定科目の振替処理となるため、純資産額に変動はなく、当社

の業績に影響を与えるものではありません。 
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第13期 株主資本等変動計算書 

(2021年４月１日から 2022年３月31日まで ) 
（単位：百万円） 

  

 

株     主     資     本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計 
繰越利益剰余金 

当 期 首 残 高 102,999 65,499 14,721 80,221 9,096 9,096 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当     △2,851 △2,851 

当 期 純 利 益     2,894 2,894 

自 己 株 式 の 取 得       

自 己 株 式 の 処 分   1 1   

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

      

当 期 変 動 額 合 計 － － 1 1 42 42 

当 期 末 残 高 102,999 65,499 14,723 80,222 9,139 9,139 

  

（単位：百万円） 
  

 
株 主 資 本 

新株予約権  純資産合計 
自己株式  株主資本合計 

当 期 首 残 高 △163 192,153 76 192,229 

当 期 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当  △2,851  △2,851 

当 期 純 利 益  2,894  2,894 

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0  △0 

自 己 株 式 の 処 分 18 19  19 

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 

  10 10 

当 期 変 動 額 合 計 17 62 10 72 

当 期 末 残 高 △145 192,215 86 192,302 
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個別注記表 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
  
重要な会計方針 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法により行って
おります。 

２．固定資産の減価償却の方法 
   無形固定資産 
  無形固定資産は、定額法により償却しております。 
３．賞与引当金の計上基準 
  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、
当事業年度に帰属する額を計上しております。 

４．役員賞与引当金の計上基準 
  役員賞与引当金は、取締役等に対する業績連動型報酬の支払いに備えるため、取締役等に対する賞
与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 
５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
（1）連結納税制度の適用 
当社及び一部の連結される子会社は法人税法（昭和40年法律第34号）に規定する連結納税制度を適
用しております。 

（2） 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 
 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することになります。ただし、
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度
への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応
報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44号の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延
税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 
 なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。 

 

注記事項 
（貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 0 百万円 

２．関係会社に対する金銭債権総額 1,561 百万円 

３．関係会社に対する金銭債務総額 126 百万円 
 
 

（損益計算書関係） 

 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額 

営業取引の取引高  

 営業収益 3,766 百万円 

 営業費用 39 百万円 

営業取引以外の取引高   

 営業外収益 0 百万円 

  

（株主資本等変動計算書関係） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株） 

 

 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

摘要 

自己株式      

 普通株式 804 1 89 716 注１,２ 

 合計 804 1 89 716  
  

(注) １  普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取１千株によるものであります。 
２  普通株式の自己株式の株式数の減少89千株は、ストック・オプションの権利行使による譲渡89千株によるも

のであります。 
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（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産  

 税務上の繰越欠損金（注１） 37 百万円 

 新株予約権 26  

 賞与引当金 6  

未払事業税 4  

 その他 8  

繰延税金資産小計 82  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △9  

 将来減算一時差異に係る評価性引当額 △32  

評価性引当額小計 △42  

繰延税金資産合計 40  

繰延税金資産の純額 40 百万円 

（注１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 
    当事業年度（2022年３月31日） 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超 
２年以内
(百万円)  

２年超 
３年以内 
(百万円) 

３年超 
４年以内 
(百万円) 

４年超 
５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円)  

合計 
(百万円)  

税務上の繰越
欠損金（*１） 

― ― 15 ― ― 22 37 

評価性引当額 ― ― △5 ― ― △3 △9 

繰延税金資産 ― ― 9 ― ― 18 28 

 （*１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 （*２）税務上の繰越欠損金37百万円について、繰延税金資産28百万円を計上しております。当該税務上

の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。 

  

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 595円23銭

１株当たりの当期純利益金額 7円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 7円64銭

 

（関連当事者との取引） 
子会社等 

種類 
会社等の名 
称又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の 
所有(被所 
有)割合 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

子会社 
株 式 会 社 
池田泉州銀行 

大阪市 
北区 

61,385 銀行業 
直接所有 
100％ 
（ ― ） 

経営管理等 
役員の兼任 

経営管理 
料の受取 

860 ― ― 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
注１．経営管理契約については、一般的な取引条件で行っております。 
２．経営管理料の受取については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

（ストック・オプション等関係） 
連結注記表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。 

  

（企業結合等関係） 
該当ありません。 

  

（重要な後発事象） 
（資本準備金の額の減少の件） 
 連結計算書類の（重要な後発事象）に記載のとおりであります。 
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